
（ 公 印 省 略 ）

分 医 発 第 2 3 3 2 号

令 和 7 年 9 月 2 5 日

各郡市等医師会担当理事 殿

大 分 県 医 師 会

常任理事 吉 賀 攝

医療機関等におけるスマートフォンでのマイナ保険証の利用開始について

今般、厚労省より日本医師会等宛に標記事務連絡が発出された旨、別紙のとおり連絡が

参りましたので、貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。
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日医発第 1041号（情シ）（保険） 

令 和 7 年 9 月 1 9 日 

都道府県医師会 担当理事 殿 

公益社団法人 日本医師会 

常 任 理 事  長 島  公 之 

   ( 公 印 省 略 ) 

 

医療機関等におけるスマートフォンでのマイナ保険証の利用開始について 

（周知） 

 

 平素より本会会務の運営に特段のご理解・ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、日医発第 782号（情シ）（保険）「スマートフォンに搭載されたマイナ保

険証への対応に係る費用補助等について（周知）」（令和 7年 8月 8日）等にて、

お知らせしております、マイナンバーカードの機能を搭載したスマートフォン

でオンライン資格確認を行う（以下、「スマホ保険証」と略します）ための、制

度開始が 9月 19日（金）となり、対応に向けた通知が参りましたのでお知らせ

いたします。 

 

 通知の内容は以下になります。 

１ スマートフォンでのマイナ保険証利用の概要とメリット 

 利用環境が整った医療機関でスマホ保険証によるオンライン資格確認ができ

るようになります。医療機関の窓口でカードを取り出すことなく、スマートフォ

ン１台で受付ができるため、患者の利便性の向上にもつながるとのことです。 

 なお、キヤノン製の顔認証付きカードリーダーについては、汎用カードリーダ

ーを必要とせず、単独でスマートフォンの読み取りに対応しております。そのた

め、キヤノン製を導入している医療機関等では、９月 19日以降にカードリーダ

ー及び端末を再起動すると、自動的にスマホ保険証の受付が可能な状態になる

ことをご留意ください。 

 

２ スマートフォンでのマイナ保険証利用に向けた環境整備 

 スマホ保険証、導入を希望する医療機関等においての手順は以下のようにな

っています。 

（１）顔認証付きカードリーダーに対応した汎用カードリーダーの購入 

（２）汎用カードリーダーと資格確認端末（PC）との接続 

（３）医療機関等の窓口での受付環境の整備 

 

 本件につきまして、機器購入の導入補助を受ける手順や、医療機関が導入時に

行う設定方法に関して多くの医療機関からお問い合わせをいただいていること

から、厚生労働省に対し、わかりやすい手順を示した資料を改めて作成するよう

に申し入れを行い、近日中に対応がなされる予定です。その際は別途お知らせい

たします。 

  



３ 医療機関・薬局における資格確認時の対応 

 患者がスマホ保険証を医療機関で使う際には、まず受付に設置された顔認証

付きカードリーダーを操作し、最初の画面で「スマートフォンを利用」を選択し、

次の画面で自身のスマートフォンの OSを選択し、図の手順で操作をします。 

 
 

 何らかの事情でスマートフォンの読み取りに失敗しマイナンバーカードや資

格確認書を持参していない場合は、患者にその場でマイナポータルにログイン

してもらい、窓口の方が表示された資格情報の画面を確認することで、資格確認

を行って下さい。 
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４ スマートフォンのマイナ保険証利用対応医療機関・薬局の公表 

 患者が医療機関等に行く前にスマートフォンが利用可能かを確認できるよう、

厚生労働省のホームページにおいて、スマホ保険証対応医療機関リストを掲載

するとのことです。 

 医療機関からの申請は不要で、スマートフォンの読み取りが確認された医療

機関をリストに掲載するとのことです。リストへの掲載を希望されない場合は、

下記のオンライン資格確認等コールセンターに連絡が必要とのことです。 

 

 なお、オンライン資格確認等システムにおけるスマホ保険証への対応は義務

ではございません。 

 

 また、厚生労働省に対しては、スマホ保険証を利用しようとする国民に向けて、

自身が受診する医療機関がスマホ保険証に対応しているか、医療機関に行く前

に必ず確認することを周知徹底するよう、強く求めております。 

 

 つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくと共に、

必要に応じて、貴会管下の郡市区等医師会ならびに会員への周知方につき、ご高

配を賜りますようお願い申し上げます。 

以上 

 

■スマホ保険証に関する問い合わせ先 

 （リスト掲載を希望されない場合についてもこちらです） 

 〇オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583（通話無料） 

  月曜日～金曜日（祝日を除く）8：00～18：00 

  土曜日（祝日を除く）8：00～16：00 

 

【別添資料】 

・画像資料：スマホ保険証の利用手順／スマホ保険証での資格確認方法 

・事務連絡：医療機関等におけるスマートフォンでのマイナ保険証の利用開始

について（周知） 





スマートフォンでのマイナ保険証の利用に向けた環境整備
（資格確認方法）

何らかの事情によりスマートフォンのマイナンバーカードが読み取れずマイナ保険証で資格確認が行えなかった場合

については、その場でマイナポータルにログインし、表示された資格情報の画面を提示することで資格確認を行う。

【患者が提示可能な場合】

マイナ保険証 マイナポータル画面

確認できた

問題なし

※マイナポータルから
ダウンロードしたPDF

ファイルも可

被保険者資格申立書

署名 山田太郎

被保険者資格申立書

＋

医療保険の
資格情報

保険者名 ●●組合

負担割合 ３割

氏名 山田花子
＋

何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合

【初診の場合】

過去の受診で
請求に必要な
資格情報を把
握していれば、
患者への口頭

確認

資格情報のお知らせ

●●組合

氏名 山田花子
負担割合 ３割

受診の際
マイナ保険証が必要

＋

健康保険証
（～2025.12/1）

資格確認書
（2024.12/2～）

資格確認書
有効期限

XXXX

氏名 山田太郎
負担割合 ３割
保険者名 ●●●

資格情報のお知らせ

マイナンバーカードを

持っていない方の場合

患者には適切な自己負担分（３割分等）の支払を求めてください

【再診の場合】

※カードは電子証明書の

有効期限後３カ月間は

オンライン資格確認可

（事後に確認）

マイナンバーカードか、マイナ保険証として利用可能なスマートフォンを
カードリーダーにかざすようご案内ください

カード

スマホ

何らかの事情でスマートフォン
の読み取りに失敗した場合

その場でマイナポータル
にログインし、表示され
た資格情報の画面を提示

赤字が今回の変更部分



事 務 連 絡

令 和 ７ 年 ９ 月 1 8 日

公益社団法人日本医師会

公益社団法人日本歯科医師会

公益社団法人日本薬剤師会

一般社団法人日本病院会

公益社団法人全日本病院協会

公益社団法人日本精神科病院協会

一般社団法人日本医療法人協会

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会

一般社団法人日本保険薬局協会

厚生労働省保険局医療介護連携政策課

医療機関等におけるスマートフォンでのマイナ保険証の利用開始について（周知）

医療保険制度の円滑な運営に当たり、平素より格段の御高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。

本年６月より、iPhone でのマイナンバーカード機能の利用が開始されたことを踏

まえ、スマートフォンでのマイナ保険証（健康保険証の利用登録がなされたマイナ

ンバーカードをいう。以下同じ。）の利用に向けて、同年７月と８月に、一部の医療

機関・薬局において実証事業を実施したところですが、同年９月 19 日より、利用環

境が整った医療機関・薬局において、順次スマートフォンでのマイナ保険証による

オンライン資格確認が開始され、これにより、実物のマイナンバーカードだけでな

く、スマートフォンでも保険診療が受けることが可能となります。

つきましては、スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に向けて、その詳細

及び医療機関等においてスマートフォンを利用する患者に対応する際の留意事項を

下記のとおりお示しいたしますので、貴会内での周知にご協力頂きますよう、お願

い申し上げます。

記

１ スマートフォンでのマイナ保険証利用の概要とメリット

マイナンバーカードの電子証明書が搭載されたスマートフォンの読み取りを行

うことにより、環境が整った医療機関等（※１）では実物のマイナンバーカード

御中



だけでなくスマートフォンを通じたオンライン資格確認を行えるようになります。

スマートフォンにマイナンバーカード機能が追加されることで、実物のマイナ

ンバーカードを読み取ることなくマイナポータルへのログインを簡単に行えるよ

うになり、自身の過去の医療情報の把握や管理が容易になります。

また、スマートフォンでもマイナ保険証として利用できるようにすることで、

医療機関の窓口でカードを取り出すことなく、スマートフォン１台で受付ができ

るため、患者の利便性の向上にもつながるほか、医療機関等の窓口での受付がス

ムーズになることも期待されます。

こうした点から、実物のマイナンバーカードに加えて、スマートフォンも利用

できる環境の整備に向けて、ご対応をお願いいたします。

（※１）スマートフォンでのマイナ保険証のオンライン資格確認への対応は任意

です。

２ スマートフォンでのマイナ保険証利用に向けた環境整備

スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に向けて、導入を希望する医療機

関等においては以下のご対応をお願いいたします。

（１）顔認証付きカードリーダーに対応した汎用カードリーダーの購入

キヤノン製の顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関等を除き、

マイナ保険証として利用されたスマートフォンの読み取りのためには、汎用

カードリーダーをご用意いただく必要があります。

汎用カードリーダーについては、顔認証付きカードリーダーに対応した機

種（※２）を購入いただく必要があります。対象機種の購入に当たっては、

Amazon ビジネスの専用サイトから医療機関等向けに発行されたクーポンを利

用して購入いただくことで、申請手続なく購入金額の２分の１（※３）の補

助を受けることができます。この補助事業は令和８年１月 31 日まで実施して

おりますが、補助期限の間際に購入された場合、医療機関等からの注文状況

によっては配送までに通常よりも長い時間を要する可能性も想定されること

から、ご購入はお早めにお願いいたします。

クーポンコードを利用した購入補助の流れは以下のとおりです。（※４）

(ア) 医療機関等向け総合ポータルサイトにログインし、クーポンコード

を取得

ポータルサイトにログインすることで、医療機関・薬局ごとに発行

されているクーポンコードを取得することが可能です。クーポンコー

ドは、診療所・薬局は１つ、病院は３つ発行されています。



(イ) Amazon ビジネスのアカウントの新規作成

事前に医療機関等で作成したアカウントがない場合は、アカウント

の新規登録をお願いいたします。登録に当たっては、Amazon ビジネス

の専用ページから確認できる医療機関等向けの招待コードを入力して

アカウントを作成下さい。

(ウ) 取得したクーポンコードを利用し、汎用カードリーダー等の購入

Amazon ビジネスの専用ページから、顔認証付きカードリーダーごと

に設定された対象機種を購入いただけます。クーポンコードを利用し、

①汎用カードリーダーに加え、カードリーダーの台数に応じて②USB

延長ケーブル、③USB ハブをセットで購入することも可能です（診療

所・薬局は１セット、病院は３セットまで）。医療機関等の環境に応

じて必要な商品の購入をご検討下さい。

（※２）対応機種の確認は医療機関等向け総合ポータルサイトから確認できます。

既に対応機種をお持ちの場合は、ソフトウェアのバージョンが最新となっ

ているか確認のうえ、ご利用下さい。

（※３）補助上限額は１セット当たり 7,000 円。

（※４）クーポンコードを利用した購入補助の流れの詳細については、既に医療

機関等向け総合ポータルサイトや Amazon ビジネスの専用ページに掲載して

おります。より分かりやすいWeb上での画面操作の手順について改めて掲載

する予定です。

（２）汎用カードリーダーと資格確認端末（PC）との接続

購入いただいた汎用カードリーダーを、医療機関等に設置されている資格

確認端末に接続します。接続後、汎用カードリーダーで読み取りをできるよ

うにするための設定を資格確認端末上で行っていただく必要がありますが、

設定に当たっては、各顔認証付きカードリーダーのメーカーが作成している

接続手順書をご参照下さい（汎用カードリーダーのメーカーが附属物として

作成している手順書には従わないで下さい）。接続に当たって不明な点があれ

ば、オンライン資格確認等コールセンター（0800-080-4583）にお電話下さい。

設定が完了した場合、令和７年９月 19 日以降、顔認証付きカードリーダー

の画面上で、「スマートフォンを利用する」ボタンが表示されます（※５）の

で、ご確認下さい。

なお、汎用カードリーダーの設定が完了しない限り、「スマートフォンを利

用する」ボタンは表示されません。



（参考）接続手順書の掲載リンク先

https://iryohokenjyoho.service-

now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0012308

（※５）令和７年９月19日時点で、「スマホによる本人確認の利用有無」の初期設

定は「利用する」となるため、オンライン資格確認システム上の環境設定

情報で追加設定をする必要はありませんが、ボタンの表示に当たっては資

格確認端末と顔認証付きカードリーダーの再起動が必要です。

（３）医療機関等の窓口での受付環境の整備

患者がスマートフォンでのマイナ保険証の利用に対応していることが分か

る目印として掲示できるステッカーを、８月末に各医療機関等に対して発送

しておりますので、スマートフォンの利用環境が整った医療機関等におかれ

ては、受付窓口等に別添１のステッカーを掲示いただくようお願いいたしま

す。また、患者がスマートフォンをかざす位置がわかりやすくなるよう、目

印となるステッカーもあわせて送付しておりますので、そちらもご活用下さ

い。その際、汎用カードリーダーは顔認証付きカードリーダーの近くに設置

いただくことが望ましいですが、資格確認端末が受付から遠い場所にある場

合には、補助対象となっている USB 延長ケーブルの購入もご検討下さい。

３ 医療機関・薬局における資格確認時の対応

マイナンバーカードが追加されたスマートフォンを医療機関・薬局で使う際に

は、まず受付に設置された顔認証付きカードリーダーを操作し、最初の画面で

「スマートフォンを利用」を選択し、次の画面で自身のスマートフォンの OS を選

択します。それ以降の流れの詳細は、以下のとおりです。



スマートフォンでの読み取りができない場合は、まずはスマートフォンが正し

くかざすことができているか等についてご確認下さい。そうした対応を行った上

でも、何らかの事情でスマートフォンの読み取りに失敗した場合には、マイナン

バーカード若しくは資格確認書で資格確認を行うか、又はその場でマイナポータ

ルにログインし、表示された資格情報の画面を確認して、資格確認を行って下さ

い。

（注１）マイナ保険証として利用可能なスマートフォンを患者がカードリーダー

にかざして、オンライン資格確認を行った場合は、医療ＤＸ推進体制整備

加算の要件として用いられるマイナ保険証の利用率に反映されます。（オン

ライン資格確認が行えなかった場合には反映されません。）

（注２）マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた際は、スマートフ

ォンの利用時は期限後３か月の経過期間がなく、カードリーダーでの読み

取りができず、マイナポータルにもログインできなくなるため、マイナン

バーカード等を活用した方法で資格確認の対応をお願いいたします。

４ スマートフォンのマイナ保険証利用対応医療機関・薬局の公表

本年９月 19 日から、スマートフォンの読み取り環境が整った医療機関・薬局か

ら順次、スマートフォンでのマイナ保険証利用が開始されます。スマートフォン



でのマイナ保険証のオンライン資格確認への対応は医療機関等の任意であるため、

患者が医療機関等に行く前にスマートフォンが利用可能かを確認できるよう、厚

生労働省のホームページにおいて、スマートフォンのマイナ保険証対応医療機

関・薬局のリストを掲載いたします。リストの掲載に当たり、医療機関等では情

報の入力等の対応は不要ですが、スマートフォンの読み取りの実績が確認された

医療機関等を順次リストに掲載し、定期的に更新していきます。万一、汎用カー

ドリーダーの不具合等によりスマートフォンの受付を停止した医療機関等がリス

トへの掲載を希望されない場合は、オンライン資格確認等コールセンター（0800-

080-4583）にお電話下さい。また、医療機関等における最新の対応状況について

患者から直接問い合わせがあった場合には、ご対応をお願いいたします。

（参考）スマートフォンのマイナ保険証利用について（厚生労働省ホームページ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html



（別添）
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